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「ものづくり」と「ひとづくり」

作業専門官のお仕事Q、

作業専門官は、刑事施設(刑務所, 少年刑務所又は拘置所) において、被収容者に対する

作業教育、職業訓練等の指導、作業の安全衛生管理や製品の企画開発等を行う国家公務員

です。

作業指導 ・ 安全指導

作業製品の企画等

=:
i'.l

●

● 一般の国家公務員に適用される行政職俸給表(-)に比べ、12%程度給与水準が高い公安職

俸給表(-)が適用されま 一;-,。
● 各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当、超過勤務手当等)が支給され

ま一す。

● 動務先近隣に宿舎があり、 公安職俸給表適用職員の特例により、宿舎費が原則無料です。

● 年間20日の年次休暇のほか、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の制度が設けられてい

ます。

● 共済組合の福利厚生制度が利用できます。

● 勤務地は、原則として全国の刑事施設になりま 一す。また, 国家公務員のため、人事管理上の

理由等から, 転勤の可能性もありま一す。

● 採用後、採用された施設と矯正研修所において、初等科研修を実施しま 一す一,。その他、作業専

門官としての専門性を向上させるための研修が多数ありま一;-,。



「ものづくり」と「ひとづくり」

先輩からのメッセー iシー
作業専門官 伊 藤 貴 広  名古屋刑務所作業部門 平成13年度採用

私は、作業専門官として採用されてから約20年が経ちま す。受刑者にものづくりの

楽しさ、喜びを教え、動労意欲を養成することに尽力してきましたが、彼らが釈放さ

れ、社会で活躍する姿を最後まで見ることができないのが、この仕事です。 しかし、も

のづくりを通して、少しでも彼らの社会復帰をサポー ト

できていたら、こんなにうれしいことはありません。

ものづくりとひとづくりができる、この職場で一緒に

働いてみませんか。

作業専門官 山田三技子 笠松刑務所企画部門

平成27年度採用

民間の美容学校に

勤めているときに、刑

務所の中に美容学校

が あ る こ と を 知 り 、 興

味を抱き八ローワー ク

の求人票を見て応募し

採用されました。

職業訓練美容科は、

2年間をかけ、美容師国家試験合格を目指します

が、私の指導のモットーは、美容師という職業は、

お客さまの容姿を美しくするのと同時に、公衆衛

生を維持し美容文化を支えるという社会的役割を

担っており、お客さまと直接マンツーマンで対応す

る仕事であるため、 社会人としてのマナーが求めら

れる職業であることを常に意識して受講するよう

指導しています。訓練生が合格した時の喜びの笑

顔、,戻ながらに「ありがとうございました。」という

一言が忘れられないほど嬉しく、私自身もこの仕

事に大きなやりがいを感じています。

作業専門官 菊池道彦 名古屋刑務所作業部門

平成13年度採用

前職にアパレル系製

造企業で設計業務に

携わった経験から、 も

のづくりの現場である

技術指導者として自分

の力を試したいと思い、

この職業を選びました。

民間から国家公務員で

ある作業専門官になって、はじめはこれまでの環

境との違いに戸惑いや不安の連続でしたが、 様々
な研修や先輩方のアドバイスもあり今は安心して

働いています。

現在、 職業訓練で指導業務を担当していますが、

訓練生が日々成長する

様子や訓練修了時に自

信と目標を持つて巣立

つ彼らを見ることで、自

身の力となっていま -す。



「ものづくり」と「ひとづくり」

作業専門官になるにはmZ

● 職業訓練指導員免許を有すること。

● 大学工学部等の専門学部卒業生で、 募集している業種に関連する技

能士資格(原則'級) を有すること。

※大学工学部等の専門学部を卒業していない方は、一定の実務経験が必要です。

● これらと同等以上の資格又は技能を有していること。

職 業 訓 練 指 導 員 免 許 を 取 得 す る に は
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「厚生労働大臣が指定する講習」 と は…この講習(通称「48時間講習」)は、職業訓練指導員

試験とは別に、 職業能力開発促進法施行規則第48条の3の規定に基づいて、 「特例」 として実

施している講習です。受講資格などの条件はありますが、 「教科の指導方法」や「労働安全衛

生」、「訓練生の心理」や「関係法規」など、全ての 「職業訓練指導員の免許職種」に共通する

内容を「講習科目」として、「'日8時間」 x 「通算6日間」 の合計「48時間」 の全日程を受講し、

最終日に実施する「確認テスト」に合格された方には「修了証書」が渡されるものです。

・●.・ ●

法務省 作業専門官 検索


